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衆
議
院
議
員
牧
義
夫
君
提
出
災
害
時
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避
難
所
等
で
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ペ
ッ
ト
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入
れ
態
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等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
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紙
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を

送
付
す
る
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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
牧
義
夫
君
提
出
災
害
時
の
避
難
所
等
で
の
ペ
ッ
ト
の
受
入
れ
態
勢
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

前
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
そ
の
趣
旨
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

 
 

後
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
環
境
省
に
お
い
て
は
、
災
害
時
に
、
地
方
公
共
団
体
と
連
携
し
て
、
ペ
ッ
ト
に
関
す
る
支

援
物
資
等
の
必
要
な
情
報
が
被
災
者
に
伝
わ
る
よ
う
努
め
て
お
り
、
ま
た
、
平
時
に
は
、
飼
い
主
が
災
害
時
に
自
ら
の
安
全

を
確
保
し
つ
つ
、
避
難
所
等
ま
で
ペ
ッ
ト
と
と
も
に
避
難
す
る
同
行
避
難
を
行
え
る
よ
う
、
「
人
と
ペ
ッ
ト
の
災
害
対
策
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
平
成
三
十
年
三
月
環
境
省
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
地
方
公
共
団
体
等
に
周
知
す
る
な
ど
様
々
な
普
及
啓
発

を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
こ
れ
ら
の
取
組
の
充
実
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
把
握
し
て
い
な
い
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
市
町
村
に
対
し
て
、
「
避
難
所
運
営
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
平
成
二
十
八
年
四
月
内
閣
府
（
防
災
担
当
）
）

を
参
考
に
す
る
な
ど
し
て
、
避
難
所
の
運
営
が
円
滑
か
つ
統
一
的
に
行
え
る
よ
う
、
ペ
ッ
ト
対
応
を
含
め
て
、
あ
ら
か
じ
め



 

２ 

 

避
難
所
運
営
の
手
引
を
作
成
し
、
避
難
所
の
良
好
な
生
活
環
境
を
確
保
す
る
た
め
の
運
営
基
準
や
取
組
方
法
を
明
確
に
し
て

お
く
こ
と
を
促
す
と
と
も
に
、
「
人
と
ペ
ッ
ト
の
災
害
対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
よ
り
、
避
難
所
で
の
対
応
事
例
等
に
つ
い

て
周
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
関
す
る
政
府
の
ペ
ッ
ト
救
護
に
係
る
主
な
取
組
内
容
」
に
つ
い
て
は
、
環
境
省

に
お
い
て
、
避
難
所
に
お
け
る
ペ
ッ
ト
連
れ
被
災
者
の
受
入
状
況
に
つ
い
て
地
方
公
共
団
体
等
か
ら
情
報
を
収
集
す
る
と
と

も
に
、
地
方
公
共
団
体
と
連
携
し
て
、
ペ
ッ
ト
の
受
入
れ
に
関
す
る
相
談
窓
口
の
確
保
及
び
公
表
等
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。 

 
 

ま
た
、
御
指
摘
の
「
放
浪
動
物
・
負
傷
動
物
」
の
う
ち
「
地
方
公
共
団
体
の
収
容
施
設
等
に
こ
れ
ま
で
保
護
収
容
さ
れ
た

犬
猫
」
に
つ
い
て
は
、
環
境
省
に
お
い
て
現
時
点
で
把
握
し
て
い
る
限
り
で
は
、
犬
が
六
頭
、
猫
が
十
一
頭
と
な
っ
て
い
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

環
境
省
に
お
い
て
は
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
の
基
本
的
な
指
針
（
平
成
十

八
年
環
境
省
告
示
第
百
四
十
号
）
に
掲
げ
た
施
策
を
推
進
す
る
た
め
に
、
東
日
本
大
震
災
や
熊
本
地
震
等
の
教
訓
を
踏
ま
え



 

３ 

 

作
成
し
た
「
人
と
ペ
ッ
ト
の
災
害
対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
つ
い
て
、
地
方
公
共
団
体
等
に
周
知
す
る
と
と
も
に
、
同
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
の
一
般
飼
い
主
編
を
作
成
し
、
ペ
ッ
ト
の
飼
い
主
に
対
す
る
災
害
対
策
の
普
及
啓
発
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
平

成
二
十
九
年
度
か
ら
全
国
を
八
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
て
地
方
公
共
団
体
や
獣
医
師
会
等
を
参
加
者
と
す
る
「
広
域
支
援
・
受
援

体
制
整
備
に
係
る
モ
デ
ル
図
上
訓
練
」
を
各
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
実
施
す
る
な
ど
、
広
域
的
な
対
応
を
念
頭
に
置
い
た
体
制

の
整
備
に
取
り
組
ん
で
い
る
。 


